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３．殺虫剤に係る排出量 
本項は、前回（第 6 回公表）の推計方法から変更、追加の部分があり、その部分については、

下記により示している。 

変更部分 → 下線（波線） 

追加部分 → 下線（実線） 

削除部分 → 取消線 

 

本項では家庭用殺虫剤等の 4 つの殺虫剤種類（表 ３-1）に係る排出量の推計方法を示す。 

 

表 ３-1 家庭用殺虫剤等の定義 

殺虫剤種類 対象害虫 主な散布主体 

家庭用殺虫剤 家庭 

防疫用殺虫剤 

衛生害虫（蚊、ハエ、ゴキブリ、ノミ、ナン

キンムシ、イエダニ、シラミ、屋内塵性ダ

ニ類等薬事法で規定された虫） 自治体、防除業者

不 快 害 虫 用 殺 虫

剤 

不快害虫（ハチ、ブユ、ユスリカ、ケムシ、

ムカデ等） 
家庭 

シロアリ防除剤 シロアリ 防除業者、家庭 

参考；家庭用殺虫剤概論（Ⅲ）；日本殺虫剤工業会（2006.11） 

 

Ⅰ 家庭用殺虫剤 
 

（１）使用および排出に係る概要 

①使用される物質 

家庭で使用される殺虫剤のうち、蚊、ハエ、ゴキブリ等の衛生害虫の駆除を目的とした殺虫

剤を本資料では「家庭用殺虫剤」としている。これらの製品は全て薬事法に基づく医薬品又は

医薬部外品に該当する。 

家庭用殺虫剤に含まれる対象化学物質は、表 ３-2 に示す 13 物質である。なお、p-ジクロロ

ベンゼン及びピロダフェンチオンについては、家庭用殺虫剤の対象ではないことが判明し、今

年度の調査結果でも事業者からの回答がなかったため推計対象としなかった。 

 

表 ３-2 家庭用殺虫剤に含まれる対象化学物質（平成 19 年度） 

 対象化学物質名（物質番号） 

有効 

成分 

フィプロニル(18)、o-ジクロロベンゼン(139)、p-ジクロロベンゼン(140)、ト

リクロルホン(167)、ピリダフェンチオン(186)、フェニトロチオン（192）、フ

ェンチオン(193)、ペルメトリン(267)、ほう素及びその化合物(304)、プロ

ポキスル(326)、フェノブカルブ(330)、ジクロルボス(350) 

補助剤 キシレン(63)、クレゾール(67)、トルエン(227)、ポリ(オキシエチレン)＝ノ

ニルフェニルエーテル(309) 

注：日本家庭用殺虫剤工業会、平成 19 年度調査等による。 
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②届出外排出量と考えられる排出 

家庭用殺虫剤は主に一般家庭で用いられており、全ての量が届出外排出量（大気への排

出）である。 

 

③物質の排出 

家庭用殺虫剤はエアゾール等によって散布される製品が多く、そのような製品は使用量の全

量が環境中へ排出されるものと考えられる。家庭用殺虫剤は主に家庭内（住宅内）で使われる

ため、床等に落下して付着することが考えられ、こういった数量も排出量に含めることとする。た

だし、ベイト剤（ゴキブリ用の毒餌等）については、使用後に残った量が廃棄物になるため、環境

中への排出量から除外することとする。 

 

（２）利用可能なデータ 

推計に用いるデータは表 ３-3 のとおりである。 

 

表 ３-3 家庭用殺虫剤の推計で利用可能なデータの種類（平成 19 年度） 

 データの種類 資料名等 

① 

家庭用殺虫剤としての対

象化学物質別の全 国使

用量(kg/年) 

・日本家庭用殺虫剤工業会による調査 

・同工業会の非会員企業に対する調査 

(平成 19 年 4 月～20 年 3 月の全国使用量) 

② 排出率(%) 排出率 100%（全量排出）と仮定（一部除く） 

③ 都道府県別夏日日数 
平成 19 年版気象庁年報（(財)気象業務支援センタ
ー） 

④ 都道府県別世帯数 

住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数 

（平成 20 年 3 月 31 日現在，総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080731_6.html）

 

①家庭用殺虫剤としての全国原材料使用量 

日本家庭用殺虫剤工業会が会員企業に対し実施した原材料使用量のアンケート調査結果

等（21 社に発送、回答率 70%）を用いた。なお、同工業会によると回答の得られた会員企業で

家庭用殺虫剤のシェアの約 98％は捕捉しており、この調査結果で家庭用殺虫剤の全国の原

材料使用量はほぼカバーされていると考えられる。本データは平成 19 年 4 月～平成 20 年 3

月の全国使用量を調査したものである。 
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表 ３-4 家庭用殺虫剤に係る全国の原材料使用量（平成 19 年度） 

全国の原材料使用量(kg/年) 
物質 
番号 

対象化学物質名 ベイト剤以
外 

ベイト剤 合計 

18 フィプロニル - 18 18 

139 o-ジクロロベンゼン 30,393 - 30,393 

192 フェニトロチオン - 509 509 

193 フェンチオン 4,002 - 4,002 

267 ペルメトリン 7,410 - 7,410 

304 ほう素及びその化合物 - 26,884 26,884 

326 プロポキスル 4,878 - 4,878 

330 フェノブカルブ 36 - 36 

有
効
成
分 

350 ジクロルボス 31,903 - 31,903 

63 キシレン 14,929 - 14,929 

67 クレゾール 4,860 - 4,860 

227 トルエン 4 - 4 補
助
剤 309 

ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェ
ニルエーテル 

651 - 651 

合   計 99,066 27,411 126,477

注１：日本家庭用殺虫剤工業会の調査等による。 

注２：「ほう素及びその化合物」（物質番号：304）は換算係数（0.17=ほう素原子量(10.81)/ほう酸分子量（61.83）

を考慮して元素換算した値。 

注３：ベイト剤については環境中への排出とみなさない（推計対象外）。 

 

②排出率 

家庭用殺虫剤に含まれる対象化学物質の全量が環境中へ排出される（排出率=100%）とみ

なすことができる。家庭用殺虫剤の場合はエアゾール式の製品が多く、水域や土壌への移行も

考えにくいため、媒体は「大気」とみなすこととする。ただし、ベイト剤（ゴキブリ用の毒餌等）に使

用される「ほう素及びその化合物」等については、廃棄物になる量が大部分と考えられ環境中

への排出量はごく微量と考えられるため、推計はしない。 

 

③都道府県別夏日日数 

全国の届出外排出量を各都道府県に配分するための配分指標として用いる。一般に衛生

害虫の発生は 25℃程度の気温が目安とされていることから、都道府県別夏日日数（気象台・測

候所の日最高気温が 25℃以上の夏日の平均日数）を配分指標の一つとする。なお、東京都の

夏日日数を 1 とした場合の各都道府県の値（補正係数）を表 ３-5 に示す。 

 

④都道府県別世帯数 

家庭用殺虫剤の使用量は世帯数に比例するとみなし、都道府県別世帯数を都道府県への

配分指標の１つとする。世帯数及び夏日日数を考慮した配分指標の値は表 ３-6 のとおりであ
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る。なお、夏日日数及び世帯数による都道府県への配分指標の値は、日本家庭用殺虫剤工

業会が会員企業数社を例に地域別の実際の販売傾向と比較した結果、概ね妥当であることが

確認されている。 

 

表 ３-5 夏日による都道府県別補正係数（平成 19 年度） 

平均夏
日日数

地点数
夏日補正

係数

稚内 北見枝幸 羽幌 雄武 留萌
旭川 網走 小樽 札幌 岩見沢
帯広 釧路 根室 寿都 室蘭
苫小牧 浦河 江差 函館 倶知安
紋別 広尾

2 青森県 63.0 4 深浦 青森 むつ 八戸 0.512
3 岩手県 63.3 3 大船渡 盛岡 宮古 0.515
4 宮城県 63.5 2 仙台 石巻 0.516
5 秋田県 91.0 1 秋田 0.740
6 山形県 93.3 3 新庄 酒田 山形 0.759
7 福島県 89.3 4 若松 福島 白河 小名浜 0.726
8 茨城県 96.0 1 水戸 0.780
9 栃木県 66.5 2 宇都宮 日光 0.541
10 群馬県 120.0 1 前橋 0.976
11 埼玉県 117.0 2 熊谷 秩父 0.951
12 千葉県 99.8 4 銚子 館山 勝浦 千葉 0.811
13 東京都 123.0 1 東京 1.000
14 神奈川県 116.0 1 横浜市 0.943
15 新潟県 108.0 2 新潟 高田 0.878
16 富山県 110.5 2 伏木 富山 0.898
17 石川県 102.0 2 輪島 金沢 0.829
18 福井県 122.0 2 福井 敦賀 0.992
19 山梨県 105.5 2 甲府 河口湖 0.858
20 長野県 98.6 5 長野 松本 諏訪 軽井沢 飯田 0.802
21 岐阜県 123.0 2 高山 岐阜 1.000

浜松 御前崎 静岡 三島 石廊崎
綱代

23 愛知県 125.0 2 名古屋 伊良湖 1.016
24 三重県 122.3 4 上野 津 尾鷲 四日市 0.994
25 滋賀県 120.0 1 彦根 0.976
26 京都府 129.5 2 舞鶴 京都 1.053
27 大阪府 138.0 1 大阪 1.122
28 兵庫県 130.0 3 豊岡 姫路 神戸 1.057
29 奈良県 131.0 1 奈良 1.065
30 和歌山県 125.0 2 和歌山 潮岬 1.016
31 鳥取県 122.0 3 境 米子 鳥取 0.992
32 島根県 118.5 2 松江 浜田 0.963
33 岡山県 136.0 2 津山 岡山 1.106
34 広島県 134.0 3 広島 呉 福山 1.089
35 山口県 131.7 3 萩 下関 山口 1.070
36 徳島県 133.0 1 徳島 1.081
37 香川県 136.0 2 多度津 高松 1.106
38 愛媛県 141.0 2 松山 宇和島 1.146
39 高知県 132.3 4 高知 宿毛 清水 室戸岬 1.075
40 福岡県 141.5 2 福岡 飯塚 1.150
41 佐賀県 159.0 1 佐賀 1.293
42 長崎県 134.7 3 平戸 佐世保 長崎 1.095
43 熊本県 162.0 2 熊本 人吉 1.317
44 大分県 150.5 2 日田 大分 1.224
45 宮崎県 160.3 4 延岡 都城 宮崎 油津 1.303
46 鹿児島県 156.0 3 阿久根 鹿児島 枕崎 1.268
47 沖縄県 203.5 2 那覇 名護 1.654

22 静岡県 114.3 6

0.261

0.930

都道府県名 対象観測地点名

1 北海道 32.0 22

 
資料：平成 19 年版気象庁年報（（財）気象業務支援センター） 
注：「夏日補正係数」とは東京都の夏日日数に対する当該道府県における夏日日数の比を示す。 
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表 ３-6 家庭用殺虫剤に係る都道府県への配分指標の値（平成 19 年度） 

世帯数(a)
夏日補正
係数(b)

配分指標
=(a)×(b)

配分指標
構成比

1 北海道 2,618,005 0.261 682,074 1.37%
2 青森県 565,347 0.512 289,568 0.58%
3 岩手県 499,351 0.515 257,118 0.52%
4 宮城県 891,573 0.516 460,284 0.93%
5 秋田県 416,787 0.740 308,355 0.62%
6 山形県 395,308 0.759 299,963 0.60%
7 福島県 740,993 0.726 537,672 1.08%
8 茨城県 1,093,512 0.780 853,473 1.72%
9 栃木県 740,354 0.541 400,273 0.80%

10 群馬県 752,614 0.976 734,258 1.48%
11 埼玉県 2,827,608 0.951 2,689,676 5.41%
12 千葉県 2,498,476 0.811 2,026,203 4.07%
13 東京都 6,160,440 1.000 6,160,440 12.39%
14 神奈川県 3,832,776 0.943 3,614,651 7.27%
15 新潟県 837,457 0.878 735,328 1.48%
16 富山県 382,789 0.898 343,888 0.69%
17 石川県 435,912 0.829 361,488 0.73%
18 福井県 269,072 0.992 266,884 0.54%
19 山梨県 330,911 0.858 283,830 0.57%
20 長野県 804,784 0.802 645,136 1.30%
21 岐阜県 732,298 1.000 732,298 1.47%
22 静岡県 1,413,428 0.930 1,313,837 2.64%
23 愛知県 2,822,885 1.016 2,868,786 5.77%
24 三重県 710,875 0.994 706,540 1.42%
25 滋賀県 496,305 0.976 484,200 0.97%
26 京都府 1,096,291 1.053 1,154,225 2.32%
27 大阪府 3,821,714 1.122 4,287,777 8.62%
28 兵庫県 2,293,683 1.057 2,424,218 4.87%
29 奈良県 545,391 1.065 580,864 1.17%
30 和歌山県 423,263 1.016 430,145 0.86%
31 鳥取県 224,026 0.992 222,205 0.45%
32 島根県 273,450 0.963 263,446 0.53%
33 岡山県 766,961 1.106 848,022 1.71%
34 広島県 1,209,084 1.089 1,317,213 2.65%
35 山口県 637,020 1.070 681,905 1.37%
36 徳島県 316,542 1.081 342,277 0.69%
37 香川県 404,585 1.106 447,346 0.90%
38 愛媛県 622,441 1.146 713,530 1.43%
39 高知県 347,102 1.075 373,205 0.75%
40 福岡県 2,129,522 1.150 2,449,816 4.93%
41 佐賀県 305,260 1.293 394,604 0.79%
42 長崎県 606,559 1.095 664,092 1.34%
43 熊本県 718,259 1.317 946,000 1.90%
44 大分県 500,649 1.224 612,583 1.23%
45 宮崎県 493,192 1.303 642,553 1.29%
46 鹿児島県 778,579 1.268 987,466 1.99%
47 沖縄県 541,444 1.654 895,804 1.80%

52,324,877 － 49,735,516 100.00%

都道府県名

合計  

世帯数：住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(平成 20 年 3 月 31 日現在，総務省 HP) 

注：本表は世帯数及び夏日日数を考慮した場合の都道府県への配分指標の値である。 
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（３） 家庭用殺虫剤からの排出量の推計フロー 

家庭用殺虫剤の推計手順は、下記のとおりである。なお、図中の番号は表 ３-3 の番号に対

応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-1 家庭用殺虫剤に係る排出量の推計フロー 

 

（４） 推計結果 

「Ⅳ シロアリ防除剤」の項にまとめて示す。 

 

 

③都道府県別の代
表地点における夏
日日数（日/年）

家庭用殺虫剤に係る対象
化学物質別・都道府県別
の届出外排出量(kg/年)

④都道府県別
世帯数（世帯）

①家庭用殺虫剤に係
る対象化学物質別の
全国出荷量(kg/年)

②家庭用殺虫剤に係る
対象化学物質別の環境
中への排出率(=100%)

家庭用殺虫剤に係る対象
化学物質別の全国の届出
外排出量(kg/年)

家庭用殺虫剤に係る
都道府県への配分
指標の値
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Ⅱ 防疫用殺虫剤 

 

（１） 使用および排出に係る概要 

①使用される物質 

自治体や防除業者等が衛生害虫の駆除のために使用する殺虫剤を本資料では「防疫用殺

虫剤」とする。防疫用殺虫剤に含まれる対象化学物質は 17 物質である。なお、防疫用殺虫剤は

全て薬事法に基づく医薬品又は医薬部外品に該当する。 

表 ３-7 防疫用殺虫剤に含まれる対象化学物質（平成 19 年度） 

 対象化学物質名（物質番号） 

有 効 成

分 

o-ジクロロベンゼン(139)、トリクロルホン(167)、ダイアジノン(185)、フェニト

ロチオン（192）、フェンチオン(193)、クロルピリホスメチル（194）、ペルメトリ

ン(267)、ジクロルボス(350) 

補助剤 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が 10

から 14 までのもの及びその混合物に限る) (24)、エチルベンゼン(40)、キ

シレン(63)、クレゾール(67)、p-ジクロロベンゼン（140）、トルエン(227)、ポ

リ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が 12 から 15

までのもの及びその混合物に限る) (307)、ポリ(オキシエチレン)＝オクチ

ルフェニルエーテル(308)、ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテ

ル(309) 

注：日本防疫殺虫剤協会調査（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月実績）等による。 

 

②届出外排出量と考えられる排出 

防疫用殺虫剤は自治体が側溝等に散布する場合、防除業者（建物サービス業に分類される

と考えられる）がオフィスビルや店舗に散布する場合など様々な場所で使用されている。防疫用

殺虫剤を使用すると考えられる防除業者による使用量及び自治体による使用量は全て届出外

排出量とみなすことができる。 

 

③物質の排出 

防疫用殺虫剤に含まれる対象化学物質の全量が環境中へ排出されるとみなすことができる。

側溝等への散布が主であるため、公共用水域への排出とみなすこととする。 
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（２）利用可能なデータ 

推計に用いるデータは表 ３-8 のとおりである。 

表 ３-8 防疫用殺虫剤の推計で利用可能なデータの種類（平成 19 年度） 

 データの種類 資料名等 

① 

防疫用殺虫剤としての対象

化学物質別全国使用量

(kg/年) 

・日本防疫殺虫剤協会調査 

・同工業会の非会員企業への調査 

（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月の全国使用量） 

② 分野別の需要割合(%) 日本防疫殺虫剤協会による 

③ 排出率(%) 排出率 100%（全量排出）と仮定 

④ 
都道府県別下水道普及率

(%) 

平成 19 年度の都道府県別汚水処理人口普及状況 

（国土交通省） 

⑤ 都道府県別世帯数（世帯） 

住民基本台に基づく人口・人口動態及び世帯数 

（平成 20 年 3 月，総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080731_6

.html） 

⑥ 
建築物ねずみ・こん虫等防

除業登録営業所数 

平成 19 年度衛生行政報告例（厚生労働省統計表

データベースシステム、平成 20 年 10 月公表） 

⑦ 
都道府県別夏日日数 

（日/年） 

平成 19 年版 気象庁年報（ (財)気象業務支援セン

ター） 

 

①防疫用殺虫剤としての対象化学物質別全国使用量 

日本防疫殺虫剤協会が会員企業に対し実施した対象化学物質の原材料使用量調査の結果

等を使用する（19 社に発送、回答率 79％）。同協会によると回答のあった企業による防疫用殺虫

剤のシェアの合計は 98％程度であり、この調査で全国の防疫用殺虫剤に係る原材料使用量は

概ねカバーされていると考えられる。 
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表 ３-9 防疫用殺虫剤に係る全国の需要分野別使用量（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月） 

全国の原材料使用量(kg/年) 物質 

番号 
対象化学物質名 

自治体 防除業者 合計 

139 o-ジクロロベンゼン 136,564 58,527 195,091

167 トリクロルホン 584 250 834

185 ダイアジノン 581 249 830

192 フェニトロチオン 25,312 10,848 36,160

193 フェンチオン 6,864 2,942 9,806

194 クロルピリホスメチル 3,666 1,571 5,237

267 ペルメトリン 1,800 771 2,571

有
効
成
分 

350 ジクロルボス 38,433 16,471 54,904

24 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びそ

の塩(アルキル基の炭素数が 10 から 14

までのもの及びその混合物に限る) 

6,110 2,619 8,729

40 エチルベンゼン 24,515 10,507 35,022

63 キシレン 117,583 50,393 167,975

67 クレゾール 4,948 2,120 7,068

140 p-ジクロロベンゼン 5,390 2,310 7,700

227 トルエン 112 48 160

307 

ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテル

(アルキル基の炭素数が 12 から 15 までの

もの及びその混合物に限る) 

2,836 1,216 4,052

308 
ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニル

エーテル 
195 83 278

補
助
剤 

309 
ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエ

ーテル 
7,344 3,148 10,492

合   計 382,836 164,073 546,909

注１：合計値は日本防疫殺虫剤協会の調査等による。 

注２：自治体、防除業者による全国使用量は、後述する「②分野別の需要割合」により合計値を配分した。 

 

②分野別の需要割合 

防疫用殺虫剤の主な需要分野は自治体、防除業者（建物サービス業の一部）である。分野別

の需要割合は日本防疫殺虫剤協会の推計により、「自治体」が 7 割、「防除業者」が 3 割と設定

する。 

 

③排出率 

防疫用殺虫剤の使用形態より、使用された全量が環境中へ排出される（排出率=100%）ものと

みなす。 

 

④都道府県別の配分指標 

都道府県への配分指標は、表 ３-10 のとおりとする。 
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表 ３-10 需要分野別都道府県への配分指標 

需要分野 都道府県への配分指標 

自治体 （1-下水道普及率）×世帯数×夏日補正係数（表 ３-11 参照） 

防除業者 建築物ねずみ・こん虫等防除業登録営業所数×夏日補正係数

（表 ３-12 参照） 

 

 

日本防疫殺虫剤協会によると、自治体が側溝等へ散布する防疫用殺虫剤は、世帯数と比

例して多く散布される傾向がある。また、自治体が使用する防疫用殺虫剤の主な散布場所は

生活排水が流れる側溝等であり、一般に下水道の普及に伴い散布量が減少すると考えられる

ことから、下水道普及率を世帯数と併せて自治体における使用量への配分指標の一つとする。

さらに、衛生害虫の発生は気温に関係するため、都道府県別夏日日数を考慮する（表 ３-11）。 

防除業者の使用には、建築物ねずみ・こん虫等防除業登録営業所数（衛生行政報告例（厚

生労働省））を用いることとする。ただし、建築物ねずみ・こん虫等防除業登録営業所は衛生害

虫駆除業務以外の業務も行っているため、都道府県別の登録数が単純に防疫用殺虫剤の使

用量に比例しないと考えられる。また、営業所の業務に占める衛生害虫駆除業務の比重は気

象条件が影響し、平均気温の高い地域ほどその割合が高いものと考えられる。そこで、衛生害

虫駆除業務以外の業務については気象条件による地域差がないと仮定し、建築物ねずみ・こ

ん虫等防除業登録営業所における衛生害虫駆除業務の比重は、家庭用殺虫剤の地域補正

と同様に、「⑦都道府県別夏日日数」に比例するものと仮定することとした（表 ３-12）。 
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表 ３-11 防疫用殺虫剤（自治体使用）に係る都道府県への配分指標の値（平成 19 年度） 

世帯数(a)
夏日補正
係数(b)

下水道非
普及率（c）

配分指標
=(a)×(b)×(c)

配分指標
構成比

1 北海道 2,618,005 0.261 0.12 79,200 0.58%
2 青森県 565,347 0.512 0.49 141,850 1.03%
3 岩手県 499,351 0.515 0.50 129,406 0.94%
4 宮城県 891,573 0.516 0.25 114,726 0.84%
5 秋田県 416,787 0.740 0.45 139,864 1.02%
6 山形県 395,308 0.759 0.31 93,204 0.68%
7 福島県 740,993 0.726 0.54 292,145 2.13%
8 茨城県 1,093,512 0.780 0.47 400,119 2.92%
9 栃木県 740,354 0.541 0.42 167,528 1.22%

10 群馬県 752,614 0.976 0.54 395,594 2.89%
11 埼玉県 2,827,608 0.951 0.25 685,835 5.00%
12 千葉県 2,498,476 0.811 0.34 692,588 5.05%
13 東京都 6,160,440 1.000 0.01 74,151 0.54%
14 神奈川県 3,832,776 0.943 0.05 171,324 1.25%
15 新潟県 837,457 0.878 0.37 273,348 1.99%
16 富山県 382,789 0.898 0.24 83,951 0.61%
17 石川県 435,912 0.829 0.25 91,998 0.67%
18 福井県 269,072 0.992 0.33 88,088 0.64%
19 山梨県 330,911 0.858 0.42 120,571 0.88%
20 長野県 804,784 0.802 0.24 154,987 1.13%
21 岐阜県 732,298 1.000 0.34 246,430 1.80%
22 静岡県 1,413,428 0.930 0.45 594,794 4.34%
23 愛知県 2,822,885 1.016 0.33 933,373 6.81%
24 三重県 710,875 0.994 0.58 408,088 2.98%
25 滋賀県 496,305 0.976 0.17 80,114 0.58%
26 京都府 1,096,291 1.053 0.11 128,999 0.94%
27 大阪府 3,821,714 1.122 0.09 373,882 2.73%
28 兵庫県 2,293,683 1.057 0.10 237,123 1.73%
29 奈良県 545,391 1.065 0.28 165,260 1.21%
30 和歌山県 423,263 1.016 0.83 356,947 2.60%
31 鳥取県 224,026 0.992 0.40 89,325 0.65%
32 島根県 273,450 0.963 0.62 163,890 1.20%
33 岡山県 766,961 1.106 0.45 381,349 2.78%
34 広島県 1,209,084 1.089 0.34 445,203 3.25%
35 山口県 637,020 1.070 0.44 301,789 2.20%
36 徳島県 316,542 1.081 0.88 301,085 2.20%
37 香川県 404,585 1.106 0.61 274,378 2.00%
38 愛媛県 622,441 1.146 0.55 394,574 2.88%
39 高知県 347,102 1.075 0.70 260,863 1.90%
40 福岡県 2,129,522 1.150 0.27 652,018 4.76%
41 佐賀県 305,260 1.293 0.56 219,884 1.60%
42 長崎県 606,559 1.095 0.46 304,696 2.22%
43 熊本県 718,259 1.317 0.42 396,346 2.89%
44 大分県 500,649 1.224 0.58 353,937 2.58%
45 宮崎県 493,192 1.303 0.50 321,553 2.35%
46 鹿児島県 778,579 1.268 0.62 613,830 4.48%
47 沖縄県 541,444 1.654 0.35 317,492 2.32%

52,324,877 － 0.28 13,707,699 100.00%

都道府県名

合計  
世帯数：住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数（平成 20 年 3 月 31 日現在，総務省 HP) 

下水道普及率：平成 20 年度の都道府県別汚水処理人口普及状況（国土交通省） 

注：本表は世帯数、下水道普及率及び夏日日数を考慮した場合の都道府県への配分指標の値である。 
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表 ３-12 防疫用殺虫剤（防除業者使用）に係る都道府県への配分指標の値（平成 19 年度） 

建築物ねずみ・
こん虫等防除
業者登録営業

所数(a)

夏日補正
係数(b)

配分指標
=(a)×(b)×(c)

配分指標
構成比

1 北海道 116 0.261 30 1.28%
2 青森県 37 0.512 19 0.81%
3 岩手県 21 0.515 11 0.46%
4 宮城県 56 0.516 29 1.23%
5 秋田県 22 0.740 16 0.69%
6 山形県 27 0.759 20 0.87%
7 福島県 44 0.726 32 1.36%
8 茨城県 48 0.780 37 1.59%
9 栃木県 22 0.541 12 0.51%

10 群馬県 18 0.976 18 0.75%
11 埼玉県 66 0.951 63 2.67%
12 千葉県 61 0.811 49 2.10%
13 東京都 328 1.000 328 13.94%
14 神奈川県 159 0.943 150 6.37%
15 新潟県 35 0.878 31 1.31%
16 富山県 21 0.898 19 0.80%
17 石川県 50 0.829 41 1.76%
18 福井県 13 0.992 13 0.55%
19 山梨県 17 0.858 15 0.62%
20 長野県 35 0.802 28 1.19%
21 岐阜県 48 1.000 48 2.04%
22 静岡県 80 0.930 74 3.16%
23 愛知県 111 1.016 113 4.79%
24 三重県 56 0.994 56 2.37%
25 滋賀県 30 0.976 29 1.24%
26 京都府 30 1.053 32 1.34%
27 大阪府 171 1.122 192 8.15%
28 兵庫県 72 1.057 76 3.23%
29 奈良県 0 1.065 0 0.00%
30 和歌山県 14 1.016 14 0.60%
31 鳥取県 23 0.992 23 0.97%
32 島根県 26 0.963 25 1.06%
33 岡山県 53 1.106 59 2.49%
34 広島県 70 1.089 76 3.24%
35 山口県 33 1.070 35 1.50%
36 徳島県 23 1.081 25 1.06%
37 香川県 18 1.106 20 0.85%
38 愛媛県 31 1.146 36 1.51%
39 高知県 15 1.075 16 0.69%
40 福岡県 119 1.150 137 5.82%
41 佐賀県 15 1.293 19 0.82%
42 長崎県 36 1.095 39 1.68%
43 熊本県 25 1.317 33 1.40%
44 大分県 30 1.224 37 1.56%
45 宮崎県 36 1.303 47 1.99%
46 鹿児島県 47 1.268 60 2.53%
47 沖縄県 43 1.654 71 3.02%

2,451 － 2,353 100.00%

都道府県名

合計  
資料：「建築物ねずみ・こん虫等防除業登録営業所数」は平成 18 年度衛生行政報告例 第 19 表 

 (厚生労働省統計表データベースシステム、平成 19 年 10 月公表）による。 

注：本表は建築物ねずみ・こん虫等防除業登録営業所数と夏日日数を考慮した場合の都道府県へ

の配分指標の値である。 
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（３） 防疫用殺虫剤からの排出量の推計方法 

防疫用殺虫剤の推計手順は、下記のとおりである。なお、図中の番号は表 ３-8 の番号に対

応している。 

①防疫用殺虫剤に係る
対象化学物質別の全国
出荷量(kg/年）

②防疫用殺虫剤の分野
（自治体・防除業者）別
の需要割合(%)

防疫用殺虫剤に係る需要分野
（自治体・防除業者）別・対象化
学物質別の全国出荷量(kg/年）

防疫用殺虫剤（自治体
使用）に係る対象化学物
質別全国の届出外排出
量(kg/年）

防疫用殺虫剤（防除業者
使用）に係る対象化学物質
別の全国の届出外排出量
(kg/年）

③防疫用殺虫剤に係
る対象化学物質別の
排出率（＝100%)

防疫用殺虫剤に係る需要分野
（自治体・防除業者）別・対象化
学物質別の全国の届出外排出
量(kg/年）

④都道府県別の
下水道普及率(%)

⑤都道府県別
の世帯数(世帯)

⑥建築物ねずみこん虫等
防除業登録営業所数（件）

⑦都道府県別の
代表地点における
夏日日数（日/年）

防疫用殺虫剤（自治体
使用）に係る都道府県
への配分の指標の値

防疫用殺虫剤（自治体使用）
に係る対象化学物質別・都道
府県別の届出外排出量(kg/
年）

防疫用殺虫剤（防除業
者使用）に係る都道府
県への配分の指標の値

防疫用殺虫剤（防除業者使
用）に係る対象化学物質別・
都道府県別の届出外排出量
(kg/年）

防疫用殺虫剤に係る対象化学
物質別・都道府県別の届出外排
出量（自治体・防除業者の合計）
(kg/年）

 

 

図３-2 防疫用殺虫剤に係る排出量の推計フロー 

（４） 推計結果 

「Ⅳ シロアリ防除剤」の項にまとめて示す。 
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Ⅲ 不快害虫用殺虫剤 

 

（１）使用および排出に係る概要 

①使用される物質 

家庭で使用される殺虫剤のうち、蚊やハエ等の衛生害虫に該当しない昆虫（ダンゴムシ、ユ

スリカ等）の駆除を目的とした殺虫剤を本資料では「不快害虫用殺虫剤」とする。不快害虫用殺

虫剤に含まれる対象化学物質は、表 ３-13 に示す 10 物質である。 

 

表 ３-13 不快害虫用殺虫剤に含まれる対象化学物質（平成 19 年度） 

 対象化学物質名（物質番号） 

有効成分 フィプロニル(18)、ダイアジノン(185)、ピリダフェンチオン(186)、

フェニトロチオン（192）、ペルメトリン(267)、ほう素及びその化合

物(304)、プロポキスル(326)、カルバリル(329)、フェノブカルブ

(330) 

補助剤 キシレン(63) 

注：生活害虫防除剤協議会による調査（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月実績）等による。 
 

②届出外排出量と考えられる排出 

不快害虫用殺虫剤は主に一般家庭で用いられており、その排出量の全量が届出外排出量

に該当する。 

 

③物質の排出 

不快害虫用殺虫剤に含まれる対象化学物質の全量が土壌へ排出されるとみなす。 

 

（２）利用可能なデータ 

推計に用いるデータは表 ３-14 のとおりである。 

 

表 ３-14 不快害虫用殺虫剤の推計で利用可能なデータの種類（平成 19 年度） 

 データの種類 資料名等 

① 

不快害虫用殺虫剤としての

対象化学物質別の全国使

用量(kg/年) 

・生活害虫防除剤協議会による調査 

・同協議会の非会員企業への調査 

(平成 19 年 4 月～20 年 3 月の全国使用量)  

② 排出率(%) 排出率 100%（全量排出）と仮定 

③ 都道府県別夏日日数 平成 19 年版 気象庁年報（ (財)気象業務支援センター） 

④ 都道府県別世帯数 

住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数 

（平成 20 年 3 月 31 日現在，総務省ホームページ 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080731_6.html） 
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①不快害虫用殺虫剤としての対象化学物質別の全国使用量 

生活害虫防除剤協議会が会員企業に対し実施した原材料使用量のアンケート調査結果等

による（21 社に発送、回答率 90％）。 

 

表 ３-15 不快害虫用殺虫剤の全国使用量（平成 19 年度） 

物質

番号 
対象化学物質名 

全国使用量

（kg/年） 

18 フィプロニル 19

63 キシレン 10,168

185 ダイアジノン 49

186 ピリダフェンチオン 2

192 フェニトロチオン 7,477

267 ペルメトリン 434

304 ほう素及びその化合物 386

326 プロポキスル 4,950

329 カルバリル 12,226

330 フェノブカルブ 13,840

合 計 49,551

注：生活害虫防除剤協議会の調査（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月実績）等による。 

 

 

②排出率等 

不快害虫用殺虫剤の使用形態より、使用された全量が土壌へ排出される（排出率=100%）もの

とみなす。 

なお、地域への配分指標については、家庭用殺虫剤と同様に家庭が主な使用場所であること

より、「Ⅰ 家庭用殺虫剤」と同様とみなした。 

 

（３）不快害虫用殺虫剤からの排出量の推計方法 

不快害虫用殺虫剤の推計手順は、下記のとおりである。なお、図中の番号は表 ３-14 の番号

に対応している。 
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図３-3 不快害虫用殺虫剤に係る排出量の推計フロー 

 

（４） 推計結果 

「Ⅳ シロアリ防除剤」の項にまとめて示す。 

 

③都道府県別の
代表地点における
夏日日数（日/年）

不快害虫用殺虫剤に係る対
象化学物質別・都道府県別の
届出外排出量(kg/年)

④都道府県別
世帯数（世帯）

①不快害虫用殺虫剤
に係る対象化学物質別
の全国出荷量(kg/年)

②不快害虫用殺虫剤に
係る対象化学物質別の環
境中への排出率(=100%)

不快害虫用殺虫剤に係る対
象化学物質別の全国の届
出外排出量(kg/年)

不快害虫用殺虫剤
に係る都道府県へ
の配分指標の値
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Ⅳ シロアリ防除剤 

 

（１）使用および排出に係る概要 

①使用される物質 

新築及び既存の建築物において、シロアリによる害を防除する目的で使用されるシロアリ防

除剤（建築物用）を推計対象とする。建物の周辺の土壌に薬剤を散布する場合や木材表面に

薬剤を噴霧する場合などがある。シロアリ防除剤に含まれる対象化学物質は下表の 16 物質であ

る。 

表 ３-16 シロアリ防除剤に含まれる対象化学物質（平成 19 年度） 

 対象化学物質名（物質番号） 

有 効 成

分 

フィプロニル(18)、シペルメトリン（107）、フェニトロチオン（192）、ペルメ

トリン(267)、ほう素及びその化合物(304)、プロポキスル(326)、フェノブ

カルブ(330) 

補助剤 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が

10 から 14 までのもの及びその混合物に限る) (24)、エチルベンゼン

(40)、エチレングリコール(43)、キシレン(63)、1,3,5-トリメチルベンゼン

(224)、トルエン(227)、ヒドロキノン（254）、ポリ(オキシエチレン)＝アルキ

ルエーテル(アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのもの及びその混

合物に限る) (307)、ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル

(308)、ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル(309) 

注１：（社）日本しろあり対策協会会員企業等へのアンケート調査による（平成 20 年 10 月）。 
注２：シペルメトリンは新たに事業者から回答があり、ヒドロキノンについては今年度は回答がなかった。 

 

②届出外排出量と考えられる排出 

シロアリ防除剤は、業務用と家庭用の２つに区分することができる。業務用は、新築及び既築

の住宅等でシロアリ防除業者又は建設業者により散布される製剤である。家庭用の製品はホー

ムセンター等で小売りされるものであり、シロアリ防除業者なども購入可能であるが、主に家庭で

の使用とみなすことができる。シロアリ防除業者や建設業者は対象業種ではなく、業務用、家庭

用のシロアリ防除剤は全て届出外排出量となる。 

 

③物質の排出 

環境中への排出率を厳密に設定することは困難だが、ここでは使用量が排出量に等しいと

みなし、使用量の全量が土壌に排出されるものと仮定する（排出率 100%）。 

 

（２）利用可能なデータ 

推計に用いるデータは表 ３-17 のとおりである。 
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表 ３-17 シロアリ防除剤の推計で利用可能なデータの種類（平成 19 年度） 

 データの種類 資料名等 

① 

シロアリ防除剤としての対象

化 学 物 質 別 の全 国 出 荷 量

(kg/年) 

（社）日本しろあり対策協会の会員企業等への調査 

(平成 19 年度実績) 

② 排出率(%) 排出率 100%（全量排出）と仮定 

③ 
全国のストック住宅の戸数

（戸） 

家庭用エネルギーハンドブック（1999 年版） 

（（株）住環境計画研究所、1999 年） 

④ 
全国の着工新設住宅戸数

（戸/年） 

平成 16 年度建築統計年報 

（（財）建築物価値調査会） 

⑤ 
構造別・階数別の建築物の

延べ床面積（m2） 

⑥ 
都道府県別・構造別の建築

物の着工床面積（m2/年） 

平成 19 年度版建築統計年報 

（（財）建築物価値調査会） 

⑦ 

地域ブロック別の新築及び

既築建築物におけるシロアリ

予防対策の割合(%) 

シロアリ被害実態調査報告書 

（（社）日本しろあり対策協会、平成 14 年 1 月） 

⑧ 
既 築 建 築 物 に対 する処 理

の周期 

（社）日本しろあり対策協会へのヒアリング調査による

（平成 15 年 10 月） 

⑨ 都道府県別の施工業者数 （社）日本しろあり対策協会（平成 19 年度会員名簿） 

 

①シロアリ防除剤としての全国出荷量 

（社）日本しろあり対策協会の会員企業を中心とした防除薬剤製造・販売会社 42 社に対し実

施した全国出荷量のアンケート調査結果を用いる（32 社より回答、回答率 76%）。回答率は 100%

ではないが、（社）日本しろあり対策協会によると対象化学物質を取り扱っているほとんどの会員

企業からの回答は得られているため、本結果をそのまま全国出荷量とみなすこととする。 

なお、表 ３-18 に示すデータは平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月の全国出荷量を調査したも

のである。 
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表 ３-18 シロアリ防除剤の全国出荷量（平成 19 年度） 

全国出荷量(kg/年） 
物質

番号 
対象化学物質名 

業務用 
一般消費

者用 

合計 

(kg/年) 

18 フィプロニル 1,523 - 1,523 

24 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び

その塩(アルキル基の炭素数が 10 から

14 までのもの及びその混合物に限る) 

2,637 - 2,637 

40 エチルベンゼン 117 815 932 

43 エチレングリコール 2,985 - 2,985 

63 キシレン 1,130 6,028 7,158 

107 シペルメトリン 17 - 17 

192 フェニトロチオン 894 331 1,225 

224 1,3,5-トリメチルベンゼン 55 - 55 

227 トルエン 401 - 401 

267 ペルメトリン 4,827 762 5,589 

304 ほう素及びその化合物 3,223 - 3,223 

307 

ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテ

ル(アルキル基の炭素数が 12 から 15 ま

でのもの及びその混合物に限る) 

2,010 295 2,305 

308 
ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニ

ルエーテル 
335 - 335 

309 
ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニル

エーテル 
2,463 390 2,854 

326 プロポキスル - 4,070 4,070 

330 フェノブカルブ 16,381 - 16,381 

合    計 38,997 12,692 51,689 

注：（社）日本しろあり対策協会会員等へのアンケート調査による（平成 20 年 10 月）。 
 

②排出率 

環境中への排出の詳細は不明のため、排出率は 100%と仮定する。 
 

③都道府県別の配分指標 

新築建築物と既築建築物ではシロアリ防除剤の使用状況が大きく異なることから、これらを考

慮した配分指標とする。 

建築物のライフサイクルを仮定するために、全国のストック住宅の戸数と毎年の新築住宅の戸

数の累計について、利用可能なデータとして表 ３-17 の③及び④に示すデータで比較した。

1997 年におけるストック住宅の戸数は約 4,300 万戸であり、これは 1997 年度から 1968 年度まで

遡った累積新築住宅戸数に相当することから、住宅の平均建替年数は 30 年と仮定した。また、

既築建築物への処理は、5 年に 1 回の周期で行うことが推奨されているためそのように仮定した。 

新築建築物と既築建築物のシロアリ防除の割合(表 ３-20)が地域ブロック別に把握できること

から、地域ブロック別の新築建築物と既築建築物の床面積を算出し、重み付けすることで地域ブ

ロック別の配分指標の値を算出した（表 ３-21）。また、地域ブロック内の都道府県別の内訳は施
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工業者数に比例すると仮定した（表 ３-22）。 

なお、シロアリ防除剤は木造建築物以外に鉄筋コンクリート等の構造でも使用されるため、全

ての構造の建築物についての延べ床面積を表 ３-17 の⑥のデータから算出し、また、木造や鉄

筋鉄骨コンクリート造では建物の階数が大きく違うため、構造別の平均階数（表 ３-19）を考慮し、

シロアリ防除を行うことができる面積（土壌処理面積相当）を算出した。表 ３-17 の⑤及び⑥のデ

ータでは昭和 62 年度以前のデータは掲載されていないため、平成 30 年度までは、昭和 63 年

度以降当該年度までの毎年蓄積されたデータを用い、平成 31 年度以降は、直近の 30 年間の

データを用いて推計していくこととする。 

木造住宅と鉄筋鉄骨コンクリート造等の構造におけるシロアリ防除の状況は全く同じではない

が、差異が定量的に把握できないため、ここでは同じとみなしている。また、九州・沖縄地区では

2 階部を処理する頻度が他地域よりも高いことが知られているが、定量的な差異が把握できない

ため考慮していない。 

 

表 ３-19 建物の構造別平均階数 

構造 
平均階数

（階） 

木造 2.0 

鉄骨鉄筋コンクリート造 11.0 

鉄筋コンクリート造 9.9 

鉄骨造 3.0 

コンクリートブロック造 1.7 

その他 1.7 

注：表 ３-17 の⑤より、階数別の延べ床面積で加重平均して算出。 

 

表 ３-20 地域ブロック別の新築及び既築建築物におけるシロアリ予防対策の割合 

予防対策の割合 
ブロック名 都道府県名 

既築 新築 

北海道・東北 
北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、

福島県 
4.0% 38.5%

関東 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、長野県、山梨県 
12.7% 37.6%

中部 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 13.9% 41.9%

関西 
富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県 
11.3% 33.3%

中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 9.8% 33.5%

四国 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 12.5% 39.7%

九州 
福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、熊本県、大分県、

鹿児島県 
19.9% 47.4%

沖縄 沖縄県 14.6% 57.0%
出典：シロアリ被害実態調査報告書（（社）日本しろあり対策協会、平成 14 年 1 月） 
注：ブロック名は出典の記述に従っている。 
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表 ３-21 地域ブロック別の予防対策面積 

既築 新築 既築 新築 既築 新築 合計

北海道・東北 189,244 6,422 4.0% 38.5% 1,529 2,471 4,000

関東 471,165 19,190 12.7% 37.5% 11,949 7,204 19,153

中部 171,722 7,862 13.9% 41.9% 4,784 3,294 8,078

関西 228,208 9,441 11.3% 33.3% 5,157 3,147 8,304

中国 77,369 2,948 9.8% 33.5% 1,518 987 2,505

四国 42,011 1,661 12.5% 39.7% 1,050 660 1,710

九州 130,984 5,120 19.9% 47.4% 5,211 2,426 7,637

沖縄 7,444 293 14.6% 57.0% 217 167 384

合計 1,318,146 52,937 31,415 20,356 51,771

ブロック名
予防対策可能面積（千m2) 予防対策の割合 予防対策面積（千m2/年)

 

注１：「予防対策可能面積」は「構造別の延べ床面積」/「構造別の平均階数」の値を算出し、合計した値を示す。
「既築」は昭和 63 年～平成 19 年度末の延べ床面積より算出。 

注２：「予防対策の割合」は表 ３-20 の再掲。 
注３：「予防対策面積」は「予防対策可能面積」に「予防対策の割合」を乗じ、既築建築物は 5 年に 1 回の周期で

処理をするものとした。 

 

（３）シロアリ防除剤に係る排出量の推計方法 

シロアリ防除剤からの対象化学物質の排出量の推計フローは図３-4 のとおりである。なお、図

中の番号は表 ３-17 の番号に対応している。 
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表 ３-22 シロアリ防除剤に係る都道府県への配分指標の値（平成 19 年度） 

1 北海道 7 622 1.2%
2 青森県 3 267 0.5%
3 岩手県 5 444 0.9%
4 宮城県 13 1,155 2.2%
5 秋田県 3 267 0.5%
6 山形県 6 533 1.0%
7 福島県 8 711 1.4%
8 茨城県 12 1,167 2.3%
9 栃木県 9 875 1.7%

10 群馬県 6 583 1.1%
11 埼玉県 25 2,431 4.7%
12 千葉県 19 1,847 3.6%
13 東京都 70 6,806 13.1%
14 神奈川県 24 2,333 4.5%
15 新潟県 13 1,264 2.4%
16 富山県 5 284 0.5%
17 石川県 8 455 0.9%
18 福井県 8 455 0.9%
19 山梨県 4 389 0.8%
20 長野県 15 1,458 2.8%
21 岐阜県 12 950 1.8%
22 静岡県 35 2,772 5.4%
23 愛知県 39 3,089 6.0%
24 三重県 16 1,267 2.4%
25 滋賀県 8 455 0.9%
26 京都府 17 967 1.9%
27 大阪府 48 2,730 5.3%
28 兵庫県 28 1,593 3.1%
29 奈良県 9 512 1.0%
30 和歌山県 15 853 1.6%
31 鳥取県 5 193 0.4%
32 島根県 5 193 0.4%
33 岡山県 13 501 1.0%
34 広島県 18 694 1.3%
35 山口県 24 925 1.8%
36 徳島県 11 448 0.9%
37 香川県 7 285 0.6%
38 愛媛県 16 651 1.3%
39 高知県 8 326 0.6%
40 福岡県 41 1,853 3.6%
41 佐賀県 14 633 1.2%
42 長崎県 15 678 1.3%
43 熊本県 26 1,175 2.3%
44 大分県 8 362 0.7%
45 宮崎県 20 904 1.7%
46 鹿児島県 45 2,033 3.9%
47 沖縄県 30 384 0.7%

796 51,771 100.0%

都道府県別予
防対策面積

（千m2)

施工業者数
（H19年名簿）

全国

構成比都道府県

 
注：施工業者数は（社）日本しろあり対策協会会員名簿（平成 19 年度）による。 
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図３-4 シロアリ防除剤に係る排出量の推計フロー 

 

 

（４） 推計結果 

家庭用殺虫剤、防疫用殺虫剤、不快害虫用殺虫剤、シロアリ防除剤を合計すると、全国の

届出外排出量は約 750t であり、有効成分の o-ジクロロベンゼン、補助剤（溶剤）として使われ

るキシレンの他、有効成分のジクロルボス等の排出量が多い（図３-5）。 

 

①シロアリ防除剤に係る需要分
野別・対象化学物質別の全国
出荷量(kg/年）

②シロアリ防除剤に
係る対象化学物質別
の排出率（＝100%)

シロアリ防除剤に係る需要分
野別・対象化学物質別の全
国の届出外排出量(kg/年）

シロアリ防除剤に係る地
域ブロック別の予防対
策面積(m2)

シロアリ防除剤に係る需要分野
別・対象化学物質別・都道府県
別の届出外排出量(kg/年）

③全国のス
トック住宅の
戸数(戸）

④全国の着工
新設住宅戸数
（戸/年）

建物の平均建
替年数（年）

⑥都道府県別・構造別の
着工床面積（m2/年）

都道府県別・構造別
の延べ床面積（新築・
既築別）（m2）

⑦地域ブロック別シロ
アリ予防対策の割合
（新築・既築別）（%）

⑧既築建築物に対す
る処理周期(=5年）

⑤構造別・階数別の建築
物の延べ床面積（m2）

構造別の平均階数（階）
都道府県別の予防対
策可能面積（新築・既
築別）（m2）

地域ブロック別の予防
対策可能面積（新築・
既築別）（m2）

⑨都道府県別の施工
業者数

シロアリ防除剤に係る都道
府県への配分指標の値
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表 ３-23 殺虫剤に係る排出量推計結果（平成 19 年度） 

家庭用
殺虫剤

防疫用
殺虫剤

不快害虫
用殺虫剤

シロアリ
防除剤

合計

18 フィプロニル - - 19 1,523 1,542

24
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び
その塩(アルキル基の炭素数が10から
14までのもの及びその混合物に限る)

- 8,729 - 2,637 11,366

40 エチルベンゼン - 35,022 - 932 35,954
43 エチレングリコール - - - 2,985 2,985
63 キシレン 14,929 167,975 10,168 7,158 200,230
67 クレゾール 4,860 7,068 - - 11,928

107 シペルメトリン - - - 17 17
139 o-ジクロロベンゼン 30,393 195,091 - - 225,484
140 p-ジクロロベンゼン - 7,700 - - 7,700
167 トリクロルホン - 834 - - 834
185 ダイアジノン - 830 49 - 879
186 ピリダフェンチオン - - 2 - 2
192 フェニトロチオン - 36,160 7,477 1,225 44,862
193 フェンチオン 4,002 9,806 - - 13,808
194 クロルピリホスメチル - 5,237 - - 5,237
224 1,3,5-トリメチルベンゼン - - - 55 55
227 トルエン 4 160 - 401 565
267 ペルメトリン 7,410 2,571 434 5,589 16,004
304 ほう素及びその化合物 - - 386 3,223 3,609

307
ポリ(オキシエチレン)＝アルキルエーテ
ル(アルキル基の炭素数が12から15ま
でのもの及びその混合物に限る)

- 4,052 - 2,305 6,357

308
ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニ
ルエーテル

- 278 - 335 613

309
ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニル
エーテル

651 10,492 - 2,854 13,997

326 プロポキスル 4,878 - 4,950 4,070 13,898
329 カルバリル - - 12,226 - 12,226
330 フェノブカルブ 36 - 13,840 16,381 30,257
350 ジクロルボス 31,903 54,904 - - 86,807

99,066 546,909 49,551 51,689 747,215

物質
番号

物質名
年間排出量(kg/年）

合計  

o-ジクロロ
ベンゼン

30%

キシレン 27%

ジクロルボス
12%

フェニトロチオン
6%

ペルメトリン
2%

エチルベンゼン
5%

フェノブカルブ
4%

その他
14%

平成19年度

全国排出量

（殺虫剤）

747t/年

 

図３-5 「殺虫剤」に係る排出量推計結果（平成 19 年度；全国）


